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○東京都板橋区小規模住戸が集合する建築物の建築及び管理に関する条例施行規則 

平成21年３月31日東京都板橋区規則第29号 

改正 

平成23年３月10日規則第13号 

平成25年３月１日東京都板橋区規則第13号 

平成31年３月29日東京都板橋区規則第26号 

東京都板橋区小規模住戸が集合する建築物の建築及び管理に関する条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、東京都板橋区小規模住戸が集合する建築物の建築及び管理に関する条例（平

成21年板橋区条例第13号。以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定めるものとす

る。 

（用語の定義） 

第２条 この規則において、使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。 

（専用床面積の算出方法） 

第３条 条例及びこの規則における専用床面積の算出は、当該住戸の外壁及び界壁の中心線で囲ま

れた部分（ベランダ、バルコニー、メーターボックス、パイプスペース等の部分を除く。）によ

り行う。 

一部改正〔平成23年規則13号〕 

（条例適用除外となる用途） 

第４条 条例第４条第１項の規定による規則で定める用途は、次に掲げるものとする。 

(１) 老人福祉法（昭和38年法律第133号）第５条の３に規定する老人福祉施設 

(２) 介護保険法（平成９年法律第123号）第８条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を

行う施設 

(３) 居住者が共同で利用できる浴室又は食堂を有し、当該居住者が日常的に入浴し、又は当該

居住者に日常的に食事の提供をしている寮等の共同住宅施設で、条例及びこの規則の規定によ

る管理と同等の管理が行われているもの。 

(４) 旅館業法（昭和23年法律第138号）第２条第１項に規定する旅館業を営む施設 

(５) 事業附属寄宿舎規程（昭和22年労働省令第７号）第１条又は建設業附属寄宿舎規程（昭和

42年労働省令第27号）第１条に規定する附属寄宿舎 

(６) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第
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５条第17項に規定する共同生活援助を行う施設 

(７) 公益事業により建設される建築物で、区長が特にやむを得ないと認めた建設事業 

一部改正〔平成23年規則13号・25年13号・31年26号〕 

（標識の設置） 

第５条 条例第７条第１項に規定する標識（以下「標識」という。）は、別記第１号様式による。 

２ 標識は、風雨等により容易に破壊又は倒壊しない方法で設置するとともに、記載事項が、不鮮

明にならないように維持管理するものとする。 

３ 標識は、建築敷地が道路（当該敷地が２以上の道路に接するときは、それぞれの道路）に接す

る付近の地面に、当該地面から標識の下端までの高さがおおむね１メートルとなるよう設置する

とともに、当該道路から容易に見通せるようにするものとする。 

４ 標識を設置する期間は、東京都板橋区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条

例施行規則（昭和54年板橋区規則第31号。以下「紛争予防条例施行規則」という。）第５条に規

定するその他の中高層建築物に係る期間とする。 

５ 前各項の規定にかかわらず、標識の設置の対象となる小規模住戸集合建築物に、東京都板橋区

中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例（昭和54年板橋区条例第29号）第４条

第１項の規定による標識（以下「紛争予防条例標識」という。）を設置するときは、別に定める

ところにより紛争予防条例標識にこの条例に該当する建築物である旨を明示することにより、当

該紛争予防条例標識を標識とみなす。 

（説明の方法等） 

第６条 条例第８条第１項又は第２項の規定による説明（以下「説明」という。）は、次に掲げる

図書により行わなければならない。 

(１) 別記第２号様式の概要書 

(２) 付近見取図 

(３) 配置図 

(４) 日影図（冬至日の地盤面図） 

(５) ４面以上の立面図 

(６) その他建築計画等の説明に必要な資料 

２ 説明は、条例第８条第１項の規定によるものにあっては標識を設置した日から、同条第２項の

規定によるものにあっては同項に規定する申出（以下「申出」という。）があった日から10日以

内に行わなければならない。 
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３ 申出は、標識の設置があった日から20日以内に行わなければならない。 

４ 条例第８条第３項の規定による報告は、別記第３号様式の報告書により行うものとする。 

５ 条例第８条第１項により隣接住民に説明後、付近状況図及び説明経過が記入された隣接住民の

名簿を区長に提出しなければならない。 

一部改正〔平成23年規則13号〕 

（準用） 

第７条 前条第１項の規定は、条例第９条第１項の規定による事前説明について準用する。 

（建築計画書の様式等） 

第８条 条例第10条第１項に規定する建築計画書は、別記第４号様式の計画書正本及び副本とする。 

２ 計画書には、次に掲げる図書を添付するものとする。 

(１) 別記第２号様式の概要書 

(２) 付近見取図 

(３) 配置図及び各階平面図（面積表を含む。） 

(４) ４面以上の立面図 

(５) ２面以上の断面図 

(６) その他区長が必要と認めるもの 

３ 条例第10条第２項に規定する建築変更計画書は、別記第５号様式の計画書正本及び副本とし、

前項各号に掲げる添付図書のうち、当該変更に係る図書を添付するものとする。ただし、当該変

更が、建築主の変更を伴う場合は、別記第６号様式の変更届をあわせて提出するものとする。 

（専用床面積の適用除外） 

第９条 条例第11条第１号に規定する規則で定める施設又は設備は、次に掲げるものとする。 

(１) 次条（第３項を除く。）に規定する整備の基準の最低値を超えて整備される集会室 

(２) その他区長が認める施設又は設備 

（集会室等の整備基準） 

第10条 条例第12条に規定する規則で定める集会室の整備の基準は、次の各号に掲げる総戸数を有

する小規模住戸集合建築物につき、当該各号に定めるものとする。 

(１) 50戸未満 集会室を備えるよう努めること。 

(２) 50戸以上100戸未満 専用床面積30平方メートル以上 

(３) 100戸以上150戸未満 専用床面積75平方メートル以上 

(４) 150戸以上 専用床面積100平方メートル以上 
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２ 前項の総戸数を算出する際、専用床面積35平方メートル未満の住戸は、２住戸に対して１住戸

あるものとして算出する。 

３ エントランスホールにロビーラウンジが併設され、集会室と同等の機能を備えると認められる

ものは、当該部分の面積から、主要な出入口からエレベーター及び階段までの歩行経路の面積を

幅員１メートルで算出したものを除いたものを、第１項に規定する集会室の専用床面積とするこ

とができる。 

４ 集会室には、便所、湯沸所、物入れその他必要な設備を確保するよう努めなければならない。 

（駐輪場等の整備基準） 

第11条 条例第12条に規定する規則で定める駐輪場の整備の基準は、次のとおりとし、ラック式の

駐輪場を設置する場合は、構造及び通路の幅員等について区長と別途協議するものとする。 

(１) 次に掲げる二輪車の区分に応じ、それぞれに定める広さを確保するとともに、駐輪場の区

画数の合計が総戸数以上となるように設置する。 

ア 自転車 １台あたり幅0.55メートル以上、奥行き1.9メートル以上 

イ 原動機付自転車 １台あたり幅0.7メートル以上、奥行き1.7メートル以上 

ウ 自動二輪車 １台あたり幅0.9メートル以上、奥行き2.0メートル以上 

(２) 原則として避難階（直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。）に設置する。 

２ 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、駐輪場の区画数を別に定める区画

数にすることができる。 

(１) 最寄の駅までの距離が400メートル以内の小規模住戸集合建築物で、１日につき日中８時間

以上の管理人による管理を週５日以上とする場合 

(２) 近隣地域の福祉の向上につながる施設又は設備を設置する場合 

（自動車駐車場等の整備基準） 

第12条 条例第12条に規定する規則で定める自動車駐車場又は車寄せの整備の基準は、次のとおり

とし、そのいずれかのものを設置しなければならない。ただし、当該建築物の敷地の位置又は形

態により、区長が特にやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。 

(１) 自動車駐車場 来客用で幅2.3メートル以上、奥行き5.0メートル以上 

(２) 車寄せ 当該建築物の出入口付近に幅2.5メートル以上、奥行き6.0メートル以上 

一部改正〔平成23年規則13号〕 

（廃棄物保管施設の整備基準） 

第13条 条例第12条に規定する規則で定める廃棄物保管施設の整備の基準は、次のとおりとする。 
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(１) 廃棄物保管施設における廃棄物の保管場所は、密閉型とし、他の用途と兼用しないこと。 

(２) 廃棄物保管施設における廃棄物の保管場所には、可燃ごみ、不燃ごみ及び資源ごみごとに

板橋区大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置基準（平成12年３月31日区長決定）第６条の規

定により算出した数の容器を設置すること。 

(３) 廃棄物保管施設における廃棄物の保管場所には、換気、採光、水栓及び排水の設備を設け

ること。 

(４) 廃棄物保管施設における廃棄物の保管場所には、廃棄物保管場所の表示をすること。 

(５) 廃棄物保管施設には、廃棄物の搬入、清掃、点検等に必要な作業場所を確保すること。 

(６) 廃棄物保管施設には、粗大ごみ置場を設けること。 

（周辺の生活環境への配慮） 

第14条 条例第13条に規定する規則で定める防音等の措置の基準は、次のとおりとする。 

(１) 当該建築物の外壁又はこれに代わる柱の面（出窓、バルコニーその他これらに類する部分

を含む。）から隣地境界線までの距離は、50センチメートル以上確保するよう努めること。た

だし、当該建築物の敷地が、商業地域及び近隣商業地域内にある場合は、この限りでない。 

(２) 隣地境界線から１メートルの範囲内に隣接地を観望できる窓、廊下等を設置する場合は、

必要に応じて目隠し等視線を遮る措置を講ずること。 

(３) 各住戸の玄関扉、屋外階段及び開放廊下の床面には、防音措置を講ずること。 

(４) 冷暖房機器の室外機は、騒音及び排気が周辺の生活環境に及ぼす影響に配慮するとともに、

避難経路を妨げない位置及び方向に設置すること。 

（管理人室の設置基準） 

第15条 条例第14条に規定する管理人室の設置の基準は、次の各号に掲げる総戸数を有する小規模

住戸集合建築物につき、当該各号に定めるものとする。ただし、区長が特にやむを得ないと認め

る場合は、この限りでない。 

(１) 30戸未満 定期巡回による管理の際に管理人が待機及び休憩できる広さを確保すること。 

(２) 30戸以上 主に使用する出入口を見通すことができる場所に設置し、受付窓、便所その他

管理業務を行うために必要な設備を設けること。 

２ 管理人室には、その旨を表示するものとする。 

一部改正〔平成31年規則26号〕 

（管理に関する基準） 

第16条 条例第15条第１項に規定する適正な管理の基準は、次の各号に掲げる総戸数を有する小規
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模住戸集合建築物につき、当該各号に定めるものとする。 

(１) 30戸未満 定時巡回による管理等の適切な管理を行うこと。 

(２) 30戸以上60戸未満 １日につき日中４時間以上の駐在管理を週３日以上行うこと。 

(３) 60戸以上100戸未満 １日につき日中８時間以上の駐在管理を週５日以上行うこと。 

(４) 100戸以上 常駐管理を行うこと。ただし、管理人を常駐させる時間を除く時間について、

機械警備による管理等管理人と同等の管理ができるものと認められる場合は、１日につき日中

８時間以上の駐在管理を週５日以上行うこととすることができる。 

２ 条例第15条第２項に規定する規則で定める表示板は、次に掲げる事項を記載したものとし、主

に使用する出入口等外部から見やすい場所に設置するものとする。 

(１) 緊急時の連絡先 

(２) 管理責任者の氏名（法人の場合は、当該法人の所在地及び法人名） 

(３) 建築物の名称 

３ 条例第15条第３項に規定する規則で定める入居者の遵守事項の基準は、次に掲げるとおりとす

る。 

(１) 周辺道路への自動車、自動二輪車、原動機付自転車及び自転車の駐車駐輪の禁止に関する

こと。 

(２) 騒音の発生その他近隣住民への迷惑行為の防止に関すること。 

(３) 廃棄物の排出方法に関すること。 

(４) 落下物による危害の防止に関すること。 

（町会又は自治会への加入等に関する協力） 

第17条 条例第16条に規定する協力は、次に掲げるものとする。 

(１) 町会又は自治会が行う防災、防犯その他の地域活動の入居者への周知 

(２) 町会又は自治会への加入等に関する入居者への案内の配付 

(３) 前２号に挙げるもののほか、区長が必要と認める協力 

（家族向け住戸の設置基準） 

第18条 条例第17条第１号に掲げる家族向け住戸は、当該建築物の総住戸数から15を減じたものに

３分の１を乗じて得たもの（その数に１未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数）以

上の戸数を設置するものとする。 

２ 前項の家族向け住戸１戸の専用床面積は、55平方メートル以上とする。 

一部改正〔平成23年規則13号・31年26号〕 
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（バリアフリーに配慮した住戸の設置基準） 

第19条 条例第17条第２号に掲げるバリアフリーに配慮した住戸は、当該建築物の総住戸数から15

を減じたものに２分の１を乗じて得たもの（その数に１未満の端数があるときは、その端数を切

り上げた数）以上の戸数を設置するものとする。 

２ 前項のバリアフリーに配慮した住戸は、高齢者が居住する住宅の設計に係る指針（平成13年国

土交通省告示第1301号）に定める住宅の専用部分に係る指針の基本レベルを満たすものとする。 

一部改正〔平成23年規則13号・31年26号〕 

（工事完了の届出及び調査） 

第20条 条例第18条第１項に規定する届出は、別記第７号様式の完了届によるものとする。 

２ 条例第18条第４項に規定する身分を示す証明書は、別記第８号様式の調査員証とする。 

３ 条例第19条の規定による規則で定める適合証は、別記第９号様式の適合証とする。 

４ 条例第19条の規定による要請によりこれを是正したときは、別記第10号様式の報告書により報

告するものとする。 

（勧告及び公表） 

第21条 条例第21条第１項の規定による勧告は、別記第11号様式の勧告書により行うものとする。 

２ 条例第21条第２項の規定による公表は、次の各号に掲げる事項を、東京都板橋区公告式条例（昭

和47年板橋区条例第27号）第２条第２項に規定する区役所構内掲示板に掲示する方法及びインタ

ーネットを利用して閲覧に供する方法により行うものとする。 

(１) 建築物の敷地の位置 

(２) 建築物の名称 

(３) 勧告に従わなかった事業者等の住所及び氏名（法人にあっては、その事務所の所在地及び

名称並びに代表者の氏名） 

(４) 勧告の内容 

（委任） 

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。 

付 則 

この規則は、平成21年４月１日から施行する。ただし、第５条から第15条まで及び第18条から第

21条までの規定は、同年７月１日から施行する。 

付 則（平成23年３月10日規則第13号） 

この規則は、平成23年４月１日から施行する。 
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付 則（平成25年３月１日東京都板橋区規則第13号） 

この規則中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は平成25年４月１日から施行する。ただ

し、第２条の規定中第４条第６号の改正規定（「第５条第10項に規定する共同生活介護又は同条第

16項」を「第５条第15項」に改める部分に限る。）は、平成26年４月１日から施行する。 

付 則（平成31年３月29日東京都板橋区規則第26号） 

この規則は、平成31年10月１日から施行する。ただし、別記第３号様式から別記第７号様式まで

及び別記第10号様式の改正規定は、公布の日から施行する。 

別記 

第１号様式（第５条関係） 
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第２号様式（第６条、第８条関係） 
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第３号様式（第６条関係） 
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14/31 

 



15/31 

一部改正〔平成31年規則26号〕 

第４号様式（第８条関係） 



16/31 



17/31 

 



18/31 

一部改正〔平成31年規則26号〕 

第５号様式（第８条関係） 



19/31 

 



20/31 

一部改正〔平成31年規則26号〕 

第６号様式（第８条関係） 



21/31 

 



22/31 

一部改正〔平成31年規則26号〕 

第７号様式（第20条関係） 



23/31 



24/31 

 



25/31 

一部改正〔平成31年規則26号〕 

第８号様式（第20条関係） 



26/31 

 

第９号様式（第20条関係） 



27/31 

 



28/31 

第10号様式（第20条関係） 



29/31 

 



30/31 

一部改正〔平成31年規則26号〕 

第11号様式（第21条関係） 



31/31 

 


